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日本の出生数と合計特殊出生率の推移



各国の合計特殊出生率

先進国の多くは人口再生
産に必要といわれる2.08
を下回る

WHO2013年データ



都道府県別 合計特殊出生率

最低 東京 1.15

最高 沖縄 1.82
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総出生数、低出生体重児の出生数、低出生体重児の出
生率の推移（1980-2014）
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全出生数中の低出生体重児の割合（国際比較）
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新生児死亡率の国際比較
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平均寿命と新生児死亡率の関係（国際比較）
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母体死亡率、乳児死亡率の推移と母子保健施策

保健所の設置 乳児死亡率

母体死亡率
保健師の誕生

母子健康手帳開始
母体保護法制定

新生児訪問事業の開始

予防接種法制定

母子保健推進事業

エンゼルプラン
母子保健
センター

母子保健法制定

個別健康相
談室の設置

母子愛育班の活動開始
母子愛育会設立

厚生省設置

妊婦手帳開始



総合周産期母子医療センター

2022年4月現在
総合周産期112施設
地域周産期296施設

人口100万人、出生1万人（低出生体重児1000人）の地域をカバー



東京都の周産期母子医療センター

総合周産期母子医療センター14施設

地域周産期母子医療センター15施設

周産期連携病院 11施設

東邦大学医療センター



総合周産期母子医療
センター（14施設）

1 愛育病院
2 東京大学病院
3 昭和大学病院
4 東京慈恵会医科大学
付属病院

5 東邦大学医療センター
6 日本赤十字社医療
センター

7 国立成育医療センター
8 東京女子医大病院
9 都立大塚病院
10 帝京大学病院
11 日本大学病院
12  都立墨東病院
13 杏林大学病院
14 都立小児総合医療

センター

地域周産期母子医療
センター（15施設）

15 聖路加国際病院
16 順天堂大学附属

順天堂医院
17 東京医科大学病院
18 慶應大学病院
19 東京医科歯科大学

医学部附属病院
20 国立国際医療センター
21 東京女子医大足立医療

センター
22 かつしか赤十字母子医療

センター
23 賛育会病院
24 町田市民病院
25 武蔵野赤十字病院
26 公立昭和病院
27 立川病院
28 昭和大学江東豊洲病院
29 順天堂大学附属練馬病院

周産期連携病院（11施設）

30日本医科大学病院
31国立病院機構東京医療
センター

32東京北医療センター
33豊島病院
34 慈恵医科大学葛飾医療
センター

35 日本医科大学多摩永山
病院

36 慈恵会医科大学附属
第三病院

37 稲城市立病院
38 日野市立病院
39 青梅市立病院
40 東海大学付属八王子病院

東京都周産期母子医療センター及び周産期連携病院 令和4年4月1日



東京都福祉保健局 診療能力情報照会



新生児死亡率の都道府県別格差
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極/超低出生体重児の出生数と割合の推移



在胎週数別死亡率 (NRNJapan)

Year

( % )

22-24wk

25-27wk

28-30wk

31-32wk

Total



気管支肺異形成 BPD （36wks） の
発生頻度（在宅酸素HOTの可能性）

22-24 wks

Total

28-30 wks

31-32 wks

25-27 wks

%

Year



脳性麻痺の発生頻度

%



認知障害の発生頻度

%



新たな法整備/政策

1. 成育基本法 R元年

2. 医療的ケア児・家族支援関連法 R3年

3. こども家庭庁創設 R5年

4. 医師の働き方改革 R6年

児童福祉法

母子保健法

健やか親子21

児童虐待防止法

小児保健法



成育基本法

正式名：

「成育過程にある者及びその保護者ならびに妊産婦に対し、

必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の

総合的な推進に関する法律」

責務：国、地方公共団体、保護者、医療関係者

施策：医療、保健、教育と普及啓発、記録の収集、調査研究、協議会





第8次医療計画（周産期医療） 令和4年7月

【無産科周産期医療圏の解消】
【NICUの集約化・重点化】
【分娩を取り扱っていない産婦人科や助産所の役割】
【ハイリスク妊産婦への対応】
【周産期医療に関する協議会】
【新興感染症まん延時の周産期医療体制】
【産科混合病棟】
【分娩施設までのアクセス確保】
【医療的ケア児】
【医師の働き方改革への対応】



第8次医療計画（周産期医療） 令和4年7月



第8次医療計画（小児医療） 令和4年7月



医療的ケア児・家族支援関連法

令和3年（2021年） 6月11日制定、9月18日施行

正式名：「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」

医療的ケアとは？

医行為（医師、指示受け看護師）
医療関連行為（看護師、指示受け介護職員）
身体介護（介護職員）



第一条 この法律は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加する
とともにその実態が多様化し、医療的ケア児及びその家族が個々の医
療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにす
ることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児及びその
家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責
務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策その他必
要な施策並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定める
ことにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の
離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる
社会の実現に寄与することを目的とする



河村のり子 周産期医学52；1500；2022

医療的ケア児・家族支援関連法の全体像



小児在宅医療の特徴

1.対象者が少なく，広域に分布

2.症状や医療的ケアが成人と異なる

3.NICUやPICUからの退院児が多い（重症度が高い）

4.多くが病院主治医を持っており、ケアマネジメントをする

5.在宅医、訪問看護、訪問リハビリ、介護士のこどもへの慣れ

6.患児の成長と発達に合わせた、療育や教育の視点が必要

（行政や教育機関との連携）



長期入院児と退院時人工呼吸器管理児の推定推移



内多勝康 周産期医学50；821；2022
田村班「医療的ケア児に対する実態調査」

医療的ケア児数・人工呼吸器児数の推移



年齢別医療的ケア児数・人工呼吸器児数の推移

厚労科学研究 平成30年 田村班「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・教育等の連携に関する研究」



喀痰吸引等業務（特定行為業務）
社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について
平成23年11月11日



障害福祉サービスにおける医療的ケア判定スコア
平成30年度厚労省勧告



前田浩利 戸谷剛 石渡久子 医療的ケア児・者在宅医療マニュアル2020

重症心身障害児・者 大島分類 （1971年）



前田浩利 戸谷剛 石渡久子 医療的ケア児・者在宅医療マニュアル2020

超重症心身障害児スコア（1995年）

大島分類に医療ケアを加味したスコア

運動機能は座位までで、医学的管理下に置かなければ
呼吸することも栄養を摂ることも困難な障害状態にある児は
多くの場合医療的ケアを必要とする

超重症児:25点以上
準超重症児:10点以上



前田浩利 戸谷剛 石渡久子 医療的ケア児・者在宅医療マニュアル2020

医療的ケア判定スコア （2019）



医療的ケア判定スコアの実際



河村のり子 周産期医学52；1500；2022

医療的ケア児者に対する支援の充実（全体像）令和3年度障碍者サービス等報酬改定



河村のり子 周産期医学52；1500；2022

医療的ケア児者に対する支援の充実（全体像）令和3年度障碍者サービス等報酬改定



河村のり子 周産期医学52；1500；2022

医療的ケア児の家族の抱える生活上の課題



河村のり子 周産期医学52；1500；2022

医療的ケア児支援センターの設置による医療的ケア児や家族への支援



又村あおい 周産期医学50；781；2020

退院時から在宅生活までの基礎作りまでに使用できる医療福祉制度







ご清聴ありがとうございました


